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緊急事態宣言の期間延長に伴う諸活動の実施について

当初、国による緊急事態宣言の延長期限が３月７日（日）までとなっており

ましたが、今般再延長が見込まれることを受けて、３月８日（月）以降の諸活

動につきまして以下のとおりの対応としますのでお知らせいたします。

記

（１） １～５年保護者会・・感染症対策を施しながら、予定通り実施

（２） ５年生校外学習・・・感染症対策を施しながら予定通り実施

（３） ６年生修学旅行・・・感染症対策を施しながら予定通り実施

（４） 部活動・・・・・・・活動停止を継続（再開時期は未定）

（５） 卒業証書授与式・・・本日配付の文書の通り実施

なお、（２）（３）について不参加に変更される場合は、３月８日（月）に連

絡帳で学級担任までご連絡ください。

ご理解、ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。


